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議会運営委員会 会議録（要旨） 

 

○ 開催年月日 令和６年４月２２日（月） 

午前 10時 00分 開会 

午前 10時 20分 閉会 

 

○ 場   所 第３常任委員会室 

 

○ 出 席 委 員（10名） 

委 員 長 宮 城   克  副委員長 我如古  盛英 

委  員 山 城 康 弘  委  員 知 念 秀 明 

委  員 上 里 広 幸  委  員 石 川   慶 

委  員 平安座  武志  委  員 宮 城   優 

委  員 岸 本 一 德  委  員 桃 原   功 

     

○ 欠 席 委 員（０名） 

 

○ 委員外議員（０名） 

 

○ 説 明 員（０名） 

 

○ 議会事務局職員出席者（４名） 

局  長 仲 村 厚 子  次  長 當 山 全 盛 

議事担当 

主  幹 
平 田 駒 子  議事係長 大 城 拓 也 

○ 協 議 案 件 

 １．第 456回宜野湾市議会臨時会の運営について  

   ①委員会付託について 

   ②会期の決定について 

２．その他 
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議会運営委員会（要旨） 

 

令和６年４月 22日（月） 

 

○宮城克 委員長 ただいまから議会運営委員会を開会いたします。 

（開会時刻 午前 10時 00分） 

 

【協議事項】 

第 456回宜野湾市議会臨時会の運営について 

 

○宮城克 委員長 第 456 回臨時会に上程される案件は、補正予算１件、専決処分２

件、報告１件、その他 1件の計５件である。審議に当たっては、従来どおり委員会

付託を省略して進めてよいか。 

○桃原功 委員 今回の補正予算は、西海岸地域音楽活性化等推進事業の８億 8,000

万円の補正増についてとなっているが、４回の入札不調ともなっている事案であり、

本会議のみで十分な審査ができるか疑問がある。委員会へ付託すべきではないか。 

○宮城克 委員長 ただいまの意見に対する意見はあるか。石川慶委員。 

○石川慶 委員 当該案件は、４月に臨時会を開催するほど急ぎの案件のようだが、ス

ケジュールについて伺いたい。 

〇議会事務局 委員会に付託するとなると、早ければ明日火曜日の午後に委員会を開

催し、翌日水曜日は委員長報告作成等の事務整理を行い、木曜に本会議を開催する

流れになるかと思われる。ただし、議長が 24日から 26日まで出張であり、２日目

の本会議開催は 30日の午前中になるかと思われる。 

○石川慶 委員 急ぎの事案でもあり、本会議の場でしっかりと質疑できるよう質疑の

回数制限等について調整をしてはどうか。30日の開催となると事業の進捗にも影響

が出る可能性もあるのでそれは避けたほうがよいのではないか。 

○宮城克 委員長 ただいまの意見は、臨時会における質疑の回数制限についてであっ

たが、議長の意見を伺いたい。 

○呉屋等 議長 原則として本会議における質疑は２回までとなっている。しかし、質

疑に対する答弁が不十分である場合には３回まで認めたことはある。だが、無制限

に質疑を認めるとなると、会議の進行に支障をきたすおそれもあるため、３～４回

程度までとしてはどうかと考える。これについては、本委員会で諮っていただきた

い。ただし、これはあくまで例外であり、今後そのように進めていくというわけで
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はないことはご留意いただきたい。 

○桃原功 委員 今回の事案は、以前より注目されて重要な案件であると考えており、

事業の進捗を妨げることは本意ではない。本会議において十分な質疑ができれば付

託なしでよいと考える。委員会のように無制限とはいわないので、質疑に対する答

弁がまだ不十分である場合には議長判断で４～５回程度まで質疑できるよう認めて

もらいたい。 

○呉屋等 議長 懸念するのは、質疑にも関わらず一般質問のようになってしまう事例

も見受けられるので、回数としては３～４回程度が妥当ではないかと考える。 

○石川慶 委員 今年度の議会報告及び市民との意見交換会において、総務常任委員会

は報告内容に当該案件を選択しており、議会報告会の前に担当課を呼んで勉強会を

開催したいと考えている。それも考慮していただきたい。 

 

○宮城克 委員長  休憩します。（午前 10時 12分） 

○宮城克 委員長  再開します。（午前 10時 17分） 

 

○宮城克 委員長  休憩前に引き続き、委員会付託について議題とする。委員会付託に

ついては、従来のとおり省略して進めることでよいか。 

（「異議なし」という者あり） 

○宮城克 委員長  御異議ありませんのでそのように進めてまいります。また、休憩中

に諮ったとおり、今回の臨時会における質疑については、４回まで認めることで御

異議ありませんか。 

（「異議なし」という者あり） 

○宮城克 委員長  御異議ありませんのでそのように進めてまいります。次に、臨時会

の会期は４月 23日の１日間でよいか。 

（「異議なし」という者あり） 

【協議結果】  

第 456 回臨時会は４月 23 日の１日間とすることとし、審議においては、委員会

付託を省略して進めることに決定した。 

 

【協議事項】 

その他 

 

○宮城克 委員長 その他について、何かありますか。 
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（「進行」という者あり） 

○宮城克 委員長 特にないようなので進行する。 

 

○宮城克 委員長 本日の委員会を閉会いたします。   閉会時刻（午前 10時 20分） 


